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論
説朝

鮮
王
朝
英
祖
に
よ
る
「
華
人
子
孫
」
創
出
の
背
景

木　

村　
　
　

拓

は
じ
め
に

壬
辰
倭
乱
か
ら
明
清
交
替
期
（
一
六
世
紀
末
～
一
七
世
紀
半
ば
）
に
か
け
て
、
朝
鮮
に
は
少
な
か
ら
ぬ
漢
人
の
流
入
が
あ
っ
た
。

劉
春
蘭
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
当
該
期
の
漢
人
の
流
入
者
は
、
十
六
世
紀
末
の
壬
辰
倭
乱
時
に
朝
鮮
に
来
援
し
た
明
の
将
兵
が
残
留

し
た
者
、
一
七
世
紀
前
半
に
明
・
清
の
角
逐
を
避
け
て
遼
東
地
域
か
ら
朝
鮮
に
流
入
し
た
者
、
一
七
世
紀
半
ば
の
明
の
滅
亡
に
前
後

し
て
朝
鮮
に
流
入
し
た
者
の
三
つ
の
部
類
に
分
け
ら
れ
る

（
１
）

。
こ
の
内
、
一
七
世
紀
前
半
の
遼
東
地
域
か
ら
の
流
入
が
最
も
規
模
が
大

き
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

（
２
）
が
、
そ
れ
は
後
金
（
清
）
に
と
っ
て
は
貴
重
な
労
働
力
の
流
出
を
意
味
し
て
い
た
た
め
、
後
金
（
清
）
は

朝
鮮
に
対
し
て
漢
人
の
送
還
を
再
三
に
わ
た
っ
て
要
求
し
た
。
し
か
し
朝
鮮
は
そ
の
送
還
に
一
貫
し
て
消
極
的
な
態
度
で
臨
み
、
送

還
さ
れ
た
漢
人
は
ご
く
一
部
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る

（
３
）
。
従
っ
て
、
一
六
世
紀
末
か
ら
一
七
世
紀
前
半
に
か
け
て
、
か
な
り
の
数
の
漢

人
が
朝
鮮
に
新
た
に
定
住
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
朝
鮮
に
流
入
し
た
漢
人
の
少
な
く
と
も
一
部
は
、
倭
人
・
女
真
人
と
と
も
に
向
化
人
と
し
て
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扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
向
化
人
と
は
、外
域
か
ら
朝
鮮
に
移
住
し
て
き
た
者
と
そ
の
子
孫
の
こ
と
で
あ
る
。

朝
鮮
前
期
（
一
四
世
紀
末
～
一
六
世
紀
）
に
お
い
て
は
、
向
化
人
は
ほ
ぼ
女
真
人
と
倭
人
で
占
め
ら
れ
て
お
り
、
漢
人
の
朝
鮮
へ
の

移
住
も
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
た
が
、
漢
人
を
向
化
人
と
称
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る

（
４
）

。「
向
化
」
と
い
う
語
は
、「
帰
化
」

と
も
称
さ
れ
た
よ
う
に
、「
夷
」
た
る
者
が
「
華
」
た
る
朝
鮮
の
徳
化
を
慕
っ
て
帰
附
す
る
と
い
っ
た
意
味
合
い
が
あ
る

（
５
）

。「
華
」
に

含
ま
れ
得
る
漢
人
を
向
化
人
と
称
す
る
こ
と
は
、
明
を
中
華
と
し
て
尊
崇
す
る
華
夷
論
的
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
適
当
で
は
な
い
と
考

え
ら
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る

（
６
）

。

と
こ
ろ
が
、
壬
辰
倭
乱
か
ら
明
清
交
替
期
に
か
け
て
朝
鮮
に
流
入
し
た
漢
人
と
そ
の
子
孫
は
、
朝
鮮
前
期
と
は
違
っ
て
、
向
化
人

と
い
う
名
称
を
与
え
ら
れ
た
。
な
ぜ
か
か
る
相
違
が
生
じ
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
未
詳
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
い
ず
れ
に

せ
よ
、
こ
の
こ
と
が
英
祖
代
（
一
七
二
四
～
一
七
七
六
）
に
至
っ
て
問
題
化
し
、
漢
人
を
向
化
人
と
称
す
る
こ
と
が
止
め
ら
れ
、
そ

の
代
わ
り
に
「
華
人
子
孫
」
と
い
う
呼
称
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
向
化
人
の
中
か
ら
漢
人
系
統
の
者
が
抽
出

さ
れ
、「
華
人
子
孫
」
と
い
う
、
優
待
す
べ
き
新
た
な
公
的
集
団
が
創
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。「
華
人
子
孫
」
は
「
皇
朝
人
」
あ
る
い

は
「
皇
朝
遺
民
」
と
も
称
さ
れ
、
そ
れ
は
畢
竟
、「
皇
朝
」
す
な
わ
ち
明
の
遺
民
集
団
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

従
来
に
お
い
て
も
、
英
祖
代
に
行
わ
れ
た
「
華
人
子
孫
」
の
創
出
に
つ
い
て
は
一
定
の
注
目
を
集
め
て
き
た

（
７
）

。
し
か
し
従
来
の
研

究
で
は
、「
華
人
子
孫
」
の
創
出
を
、
そ
れ
自
体
に
焦
点
を
当
て
て
考
察
す
る
の
で
は
な
く
、
向
化
人
研
究
の
一
環
と
し
て

（
８
）
、
あ
る

い
は
英
祖
代
に
お
け
る
皇
朝
人
（
明
人
に
対
す
る
尊
称
）
の
優
遇
政
策
の
一
環

（
９
）
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
そ
の
背
景

に
つ
い
て
は
、
掘
り
下
げ
て
議
論
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
尊
周
論
（
春
秋
大
義
の
基
本
原
理
で
あ
る
尊
中
華
・
攘
夷
狄
に
則
っ
て
、

中
華
の
象
徴
で
あ
る
周
、
ひ
い
て
は
中
華
の
正
統
を
継
承
し
た
明
を
尊
ぶ
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張）

（1
（

）
と
の
関
連
が
指
摘
さ
れ
る
に

止
ま
っ
て
い
る）

（（
（

。
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確
か
に
「
華
人
子
孫
」
の
創
出
が
尊
周
論
と
関
連
し
て
い
た
こ
と
は
疑
う
余
地
が
な
い
。
し
か
し
「
華
人
子
孫
」
の
創
出
が
、
な

ぜ
英
祖
代
に
至
っ
て
行
わ
れ
た
の
か
と
い
う
問
題
を
設
定
す
る
と
き
、
英
祖
代
に
お
い
て
、
そ
れ
ま
で
の
尊
周
論
が
何
ら
か
の
質
的

変
化
を
遂
げ
た
可
能
性
も
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
、「
華
人
子
孫
」
の
創
出
の
背
景
を
考
察
す
る
こ
と
は
、
朝
鮮
の
尊

周
論
の
内
容
を
再
吟
味
す
る
こ
と
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
、
英
祖
代
に
お
け
る
「
華
人

子
孫
」
創
出
の
背
景
を
究
明
し
た
い
と
思
う
。

第
一
章　
「
華
人
子
孫
」
創
出
の
思
想
的
背
景

粛
宗
二
〇
年
（
一
六
九
四
）、
粛
宗
と
王
妃
（
禧
嬪
張
氏
）
の
不
和
を
契
機
に
、
王
妃
を
支
持
す
る
南
人
が
政
権
の
中
枢
か
ら
追

放
さ
れ
て
、
老
論
・
少
論
が
勢
力
を
回
復
し
た
（
甲
戌
換
局
）。
以
後
、
朝
鮮
の
政
界
は
ほ
ぼ
老
論
と
少
論
の
二
党
派
が
政
権
を
争

う
場
と
な
っ
た
。
粛
宗
の
逝
去
後
、
少
論
が
支
持
す
る
景
宗
（
位
一
七
二
〇
～
一
七
二
四
）
が
即
位
す
る
と
、
老
論
は
景
宗
の
異
母

弟
で
あ
る
王
世
弟
の
延
礽
君
（
後
の
英
祖
）
の
代
理
聴
政
を
主
張
し
た
た
め
、
両
者
の
対
立
は
激
し
さ
を
増
し
、
そ
の
結
果
、
少
論

に
よ
る
老
論
に
対
す
る
仮
借
の
な
い
弾
圧
が
行
わ
れ
た
（
辛
丑
獄
事
・
壬
寅
獄
事
）。
し
か
し
、
景
宗
が
在
位
わ
ず
か
四
年
で
逝
去

し
て
英
祖
が
即
位
す
る
と
、
英
祖
元
年
（
一
七
二
五
）
正
月
、
英
祖
は
少
論
に
替
え
て
老
論
を
重
用
す
る
こ
と
で
、
実
質
的
に
老
論

政
権
を
成
立
さ
せ
、
同
年
三
月
に
は
、
辛
丑
・
壬
寅
獄
事
の
際
に
老
論
に
か
け
ら
れ
た
謀
反
の
嫌
疑
を
少
論
の
誣
告
に
よ
る
も
の
と

判
定
し
、
老
論
執
権
の
名
分
を
も
回
復
さ
せ
た
（
乙
巳
処
分）

（1
（

）。

老
論
の
執
権
が
実
現
し
て
か
ら
間
も
な
い
頃
、
北
青
（
咸
鏡
道
）
の
幼
学
で
文
定
公
胡
安
国
（
一
〇
七
四
～
一
一
三
八
、
北
宋
の

儒
学
者
で
『
春
秋
胡
氏
伝
』
の
著
者
）
の
一
九
代
孫
を
名
乗
る
胡
斗
弼
と
い
う
者
が
上
言
し
て
、
万
東
廟
の
守
護
を
行
う
こ
と
を
要
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請
し
て
い
る
こ
と
が
承
政
院
で
の
議
題
に
上
っ
た
（『
承
政
院
日
記
』
第
六
〇
六
冊
、
英
祖
元
年
一
二
月
一
二
日
／
一
三
日
）。
万
東

廟
と
は
、
老
論
の
領
袖
で
あ
っ
た
宋
時
烈
（
一
六
〇
七
～
一
六
八
九
）
の
遺
志
を
継
い
で
、
粛
宗
二
九
年
（
一
七
〇
三
）、
権
尚
夏

が
清
州
（
忠
清
道
）
の
華
陽
洞
に
建
立
し
た
も
の
で
、
明
の
神
宗
万
暦
帝
と
毅
宗
崇
禎
帝
を
祀
る
た
め
の
廟
の
こ
と
で
あ
る）

（1
（

が
、
権

尚
夏
の
死
後
は
主
管
す
る
者
が
お
ら
ず
、
荒
廃
が
進
ん
で
い
た
と
い
う）

（1
（

。

英
祖
は
こ
の
上
言
に
接
す
る
と
、
胡
斗
弼
を
承
政
院
に
召
喚
し
て
話
を
聞
く
よ
う
に
命
じ
た
。
そ
れ
に
対
す
る
副
承
旨
李
聖
龍
の

復
命
に
よ
れ
ば
、
胡
斗
弼
が
胡
安
国
の
子
孫
と
い
う
こ
と
は
、
世
籍
を
焼
失
し
た
と
の
こ
と
で
、
確
か
め
る
術
が
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
っ
た
（『
承
政
院
日
記
』
第
六
〇
六
冊
、
英
祖
元
年
一
二
月
一
二
日
）。
し
か
し
英
祖
は
胡
斗
弼
の
上
言
の
件
を
そ
れ
で
終
わ
ら

せ
よ
う
と
は
せ
ず
、
翌
日
、
更
な
る
議
論
を
行
っ
た
。

【
史
料
Ａ
】〈
前
略
〉。
聖
龍
曰
、既
以
文
字
仰
奏
。
而
観
其
為
人
、雖
不
至
於
蠢
蠢
愚
迷
、既
不
識
字
、又
不
業
武
、似
不
合
調
用
。

而
自
本
院
既
因
上
教
而
招
問
、則
全
然
置
之
、有
欠
於
慰
悦
遠
方
人
之
道
。且
聞
斗
弼
之
言
、則
渠
之
従
兄
弟
五
人
、或
在
北
青
、

或
在
西
関
之
孟
山
、
而
孟
山
居
胡
升
方
称
名
者
、
頗
解
文
字
、
且
有
武
芸
云
矣
。
上
曰
、
不
文
不
武
、
則
似
無
用
処
矣
。
方

欲
更
思
処
之
。
今
聞
承
宣
之
言
、
渠
之
族
属
、
亦
有
之
云
。
以
田
会
一
事
言
之
、
先
朝
教
、
以
大
国
尚
書
之
子
孫
、
豈
不
為

衛
将
也
。
先
朝
下
教
、
非
為
渠
也
。
盖
為
皇
朝
也
。
今
此
西
北
道
所
居
胡
斗
弼
族
属
、
使
其
所
居
邑
、
各
別
顧
恤
、
而
其
中

文
武
間
有
一
技
者
、
令
銓
曹
各
別
調
用
。
胡
斗
弼
、
則
付
料
於
相
当
窠
事
、
分
付
該
曹
、
可
也
。（『
備
辺
司
謄
録
』
第
七
八

冊
、
英
祖
元
年
一
二
月
一
九
日
）〔
傍
線
・
句
読
点
は
筆
者
。
以
下
同
じ
〕

李
聖
龍
に
よ
れ
ば
、
胡
斗
弼
は
愚
迷
と
ま
で
は
言
え
な
い
ま
で
も
、
文
字
（
漢
文
）
を
知
ら
ず
、
武
に
長
け
て
い
る
わ
け
で
も
な
く
、

調
用
（
登
用
）
す
る
に
は
相
応
し
く
な
い
が
、
そ
の
従
兄
弟
が
北
青
（
咸
鏡
道
）・
孟
山
（
平
安
道
）
に
五
名
住
ん
で
お
り
、
そ
の

中
で
孟
山
の
胡
升
方
と
い
う
者
は
よ
く
文
字
を
解
し
、
武
才
も
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
英
祖
は
、「〔
胡
斗
弼
は
〕
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特
に
文
に
も
武
に
も
才
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
調
用
す
べ
き
で
は
な
い
が
、
こ
の
件
の
処
置
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
考
え
た
い
と
思
う
。

今
、
承
宣
（
李
聖
龍
）
の
話
を
聞
い
た
と
こ
ろ
で
は
、
彼
の
一
族
が
居
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。〔
粛
宗
代
の
〕
田
会
一
の
事
を
例

に
考
え
れ
ば
、
先
朝
（
粛
宗
朝
）
に
お
い
て
『
大
国
（
明
）
の
尚
書
の
子
孫
が
ど
う
し
て
衛
将
で
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
』
と
い
う

教
（
国
王
の
仰
せ
）
が
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
先
朝
の
教
は
、
彼
（
田
会
一
）
の
た
め
で
は
な
く
、
思
う
に
皇
朝
の
た
め
の
も
の
で

あ
る
」（
史
料
Ａ
傍
線
部
）
と
述
べ
、西
北
道
（
平
安
道
と
咸
鏡
道
）
に
居
住
す
る
胡
斗
弼
の
一
族
に
は
顧
恤
を
加
え
、そ
の
中
で
文
・

武
に
一
技
の
あ
る
者
に
つ
い
て
は
登
用
し
、
胡
斗
弼
に
つ
い
て
は
相
応
の
料
（
手
当
て
）
を
与
え
る
こ
と
を
命
じ
た）

（1
（

。

田
会
一
は
、
明
末
清
初
に
椵
島
か
ら
朝
鮮
に
渡
っ
て
き
た
明
人
田
好
謙
の
子
で
あ
り
、
田
好
謙
の
父
は
明
の
吏
部
侍
郎
田
允
諧
、

祖
父
は
兵
部
尚
書
田
応
揚
で
あ
る）

（1
（

。
従
っ
て
、
田
会
一
は
明
の
兵
部
尚
書
田
応
揚
の
曾
孫
に
当
た
る
。
そ
し
て
田
会
一
は
、
実
際
、

粛
宗
四
〇
年
に
護
軍
、
つ
い
で
同
四
二
年
に
五
衛
将
に
任
命
さ
れ
て
い
る
（『
承
政
院
日
記
』
第
四
八
六
冊
、
粛
宗
四
〇
年
一
一
月

一
三
日
／
第
四
九
六
冊
、
粛
宗
四
二
年
六
月
四
日
）。
英
祖
が
「
田
会
一
の
事
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
こ
の
こ
と
を
指
し
て
い
る

こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、英
祖
が
史
料
Ａ
で
挙
げ
て
い
る
「
大
国
（
明
）
の
尚
書
の
子
孫
が
ど
う
し
て
衛
将
で
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
」

と
い
う
粛
宗
の
教
は
、
管
見
の
限
り
、
史
料
上
で
確
認
で
き
な
い
。
だ
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
英
祖
は
粛
宗
が
田
会
一
を
五
衛
将

に
任
命
し
た
こ
と
を
、「
皇
朝
の
た
め
」
に
行
っ
た
こ
と
と
解
釈
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
要
す
る
に
英
祖
は
、
胡
斗

弼
に
対
す
る
処
遇
は
、
胡
斗
弼
個
人
の
問
題
と
し
て
で
は
な
く
、「
皇
朝
の
た
め
」
と
い
う
観
点
か
ら
行
う
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し

た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
英
祖
の
主
張
に
対
し
て
、
臣
下
の
側
は
ど
の
よ
う
な
反
応
を
示
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
左
副
承
旨
趙
栄
世
は
次
の
よ
う

に
意
見
を
述
べ
て
い
る
。

【
史
料
Ｂ
】
趙
栄
世
曰
、
故
判
書
臣
金
鎮
圭
上
疏
中
、
有
李
勉
事
、
一
条
有
曰
、
①
朝
家
、
以
唐
将
子
孫
為
官
、
令
民
心
興
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起
云
云
。〈
中
略
〉。
至
胡
斗
弼
、
安
知
其
果
為
胡
安
国
子
孫
耶
。
然
以
其
言
見
之
、
②
是
唐
将
奉
使
出
来
者
之
後
也
。
上
曰
、

奉
使
我
国
而
出
来
云
耶
。
栄
世
対
曰
、
自
大
国
登
州
漂
到
云
矣
。
③
栄
世
曰
、
向
者
、
勅
行
時
聖
上
教
、
以
今
日
君
臣
、
当

以
尊
周
之
義
為
貴
矣
。
固
当
以
皇
明
仕

（
宦
）
人
子
孫
為
貴
。
何
必
取
胡
安
国
子
孫
而
後
為
貴
耶
。〈
後
略
〉。（『
承
政
院

日
記
』
第
六
〇
六
冊
、
英
祖
元
年
一
二
月
一
六
日
）〔
丸
囲
い
数
字
は
筆
者
。
以
下
同
じ
〕

趙
栄
世
は
、
粛
宗
代
に
礼
曹
判
書
を
務
め
た
故
金
鎮
圭
（
一
六
五
一
～
一
七
一
六
）
の
上
疏
中
に
、
李
勉
に
関
す
る
一
条
が
あ
り
、

そ
こ
に
は
「
朝
廷
は
、
唐
将
の
子
孫
に
官
職
を
与
え
て
、
民
心
を
興
起
さ
せ
る
べ
き
で
す
」（
史
料
Ｂ
傍
線
部
①
）
と
い
う
文
言
が

あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
胡
斗
弼
は
「
唐
将
の
奉
使
し
て
朝
鮮
に
や
っ
て
き
た
者
の
子
孫
で
し
ょ
う
」（
史
料
Ｂ
傍
線
部
②
）

と
し
な
が
ら
、「
以
前
の
勅
行
の
時
、
聖
上
（
英
祖
）
か
ら
『
今
日
の
君
臣
は
尊
周
の
義
を
貴
ば
ね
ば
な
ら
な
い
』
と
の
仰
せ
が
あ

り
ま
し
た
。
だ
と
す
れ
ば
当
然
、
皇
明
仕
官
人
の
子
孫
は
貴
ば
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
胡
斗
弼
が
胡
安
国
の
子
孫
か
ど
う
か
は
二
の
次

の
問
題
で
ご
ざ
い
ま
す
」（
史
料
Ｂ
傍
線
部
③
）
と
述
べ
て
い
る
。

李
勉
は
、
壬
辰
倭
乱
時
に
朝
鮮
に
来
援
し
た
明
の
提
督
李
如
松
の
弟
李
如
梅
の
子
孫
で
あ
る
（『
承
政
院
日
記
』
第
六
〇
六
冊
、

英
祖
元
年
一
二
月
一
三
日）

（1
（

）。
李
如
梅
も
、
壬
辰
倭
乱
時
に
は
、
兄
の
李
如
松
の
配
下
に
入
っ
て
朝
鮮
に
来
援
し
た
。
従
っ
て
、
金

鎮
圭
の
上
疏
中
の
「
唐
将
の
子
孫
」
と
は
、
壬
辰
倭
乱
時
に
来
援
し
た
明
将
の
子
孫
の
こ
と
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
趙
栄
世

の
言
う
「
唐
将
の
奉
使
し
て
朝
鮮
に
や
っ
て
き
た
者
の
子
孫
」（
史
料
Ｂ
傍
線
部
②
）
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
趙
栄
世
は
結
局
、

胡
斗
弼
の
処
遇
に
当
た
っ
て
、
胡
斗
弼
が
壬
辰
倭
乱
時
に
来
援
し
た
明
将
の
子
孫
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、「
皇
明
仕
官
人

の
子
孫
」、
す
な
わ
ち
明
の
官
吏
の
子
孫
で
あ
る
こ
と
を
重
視
す
べ
き
で
あ
る
と
の
意
見
を
述
べ
て
い
る
。
壬
辰
倭
乱
時
に
来
援
し

た
明
将
の
子
孫
と
、
明
の
官
吏
の
子
孫
と
で
は
、
当
然
後
者
の
方
が
範
囲
は
広
く
な
る
の
で
あ
っ
て
、
趙
栄
世
の
陳
述
に
は
議
論
の

飛
躍
を
読
み
取
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
お
そ
ら
く
趙
栄
世
は
、「
皇
朝
の
た
め
」
と
い
う
観
点
か
ら
胡
斗
弼
を
処
遇
す
べ
き
で
あ
る
と
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い
う
英
祖
の
主
張
に
、
自
ら
の
意
見
を
よ
り
近
づ
け
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
趙
栄
世
の
陳
述
に
お
け
る
議
論
の
飛
躍
の
理
由
は
と
も
か
く
と
し
て
も
、
こ
れ
ま
で
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
胡
斗
弼
の
処

遇
を
め
ぐ
っ
て
、
尊
ぶ
べ
き
明
人
の
範
囲
に
つ
い
て
、
三
つ
の
主
張
が
提
示
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
一
つ
は
壬
辰

倭
乱
時
に
来
援
し
た
明
将
の
子
孫
（
故
金
鎮
圭
の
主
張
）
と
い
う
範
囲
で
あ
り
、
二
つ
は
明
の
官
吏
の
子
孫
と
い
う
範
囲
（
趙
栄
世

の
主
張
）
で
あ
り
、
そ
し
て
三
つ
は
「
皇
朝
の
た
め
」
と
い
う
観
点
か
ら
設
定
さ
れ
る
範
囲
（
英
祖
の
主
張
）
で
あ
る
。
こ
の
内
、

三
つ
目
の
英
祖
に
よ
る
範
囲
設
定
は
具
体
性
に
欠
け
る
が
、
そ
れ
は
解
釈
の
仕
方
に
よ
っ
て
は
、「
明
そ
の
も
の
を
尊
ぶ
」
と
い
う

考
え
方
と
な
り
、
ひ
い
て
は
「
明
人
で
あ
る
こ
と
を
尊
ぶ
」
と
い
う
考
え
方
に
結
び
付
く
可
能
性
を
有
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ

し
て
こ
の
英
祖
の
主
張
こ
そ
、「
華
人
子
孫
」
の
創
出
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

「
明
人
で
あ
る
こ
と
を
尊
ぶ
」
と
い
う
考
え
方
は
、
そ
れ
を
原
理
的
に
考
え
れ
ば
、
朝
鮮
に
居
住
す
る
全
て
の
明
人
が
貴
ば
れ
る

べ
き
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
、
尊
明
主
義
の
極
致
と
も
言
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
実
は
こ
う
し
た
考
え
方
を
、
英
祖
よ
り
前
に

披
歴
し
て
い
た
者
が
存
在
し
た
。

【
史
料
Ｃ
】御
昼
講
。
先
是
、領
議
政
許
積
・
兵
曹
判
書
金
錫
冑
、以
漢
人
流
寓
人
文
可
尚
・
鄭
善
甲
等
善
華
語
、請
付
軍
職
給
料
、

買
家
以
居
之
、
令
訳
官
輩
就
学
。
至
是
、
錫
冑
又
請
給
両
人
衣
資
曰
、
非
為
其
善
華
語
也
。
貴
其
為
明
人
也
。
上
従
之
。（『
粛

宗
実
録
』
巻
六
、三
年
三
月
戊
戌
）

領
議
政
許
積
と
兵
曹
判
書
金
錫
冑
が
、
漢
人
（
明
人
）
の
流
寓
人
で
あ
る
文
可
尚
・
鄭
善
甲
ら
が
華
語
（
漢
語
）
を
よ
く
す
る
た
め
、

軍
職
を
与
え
て
料
（
職
務
の
た
め
の
手
当
て
）
を
給
し
、
家
を
買
い
与
え
て
そ
こ
に
居
住
さ
せ
、
訳
官
た
ち
を
就
学
さ
せ
る
こ
と
を

要
請
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
粛
宗
三
年
三
月
に
至
っ
て
、
金
錫
冑
が
「
華
語
を
よ
く
す
る
か
ら
で
は
な
く
、
明
人
で
あ
る
こ
と
を

貴
ぶ
」（
史
料
Ｃ
傍
線
部
）
と
い
う
観
点
か
ら
、
両
名
に
衣
資
（
衣
の
材
料
と
な
る
布
類
）
を
与
え
る
こ
と
を
要
請
し
、
粛
宗
に
容
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れ
ら
れ
て
い
る
。

粛
宗
三
年
（
一
六
七
七
）
当
時
、
甲
寅
礼
訟
（
顕
宗
一
五
年
、
一
六
七
四
）
の
結
果
、
西
人
の
大
部
分
は
政
界
か
ら
斥
け
ら
れ
て

お
り
、
南
人
と
一
部
の
西
人
の
外
戚
勢
力
が
政
権
を
掌
握
し
て
い
た
。
領
議
政
の
許
積
は
南
人
の
領
袖
で
あ
り
、
他
方
の
兵
曹
判
書

の
金
錫
冑
は
外
戚
勢
力
の
代
表
的
人
物
で
あ
る
。
金
錫
冑
は
党
派
的
に
は
西
人
に
属
し
て
い
た
が
、
当
時
、
西
人
の
領
袖
の
宋
時
烈

と
は
政
治
的
に
対
立
し
て
い
た
。
そ
れ
で
は
、
金
錫
冑
が
披
歴
し
た
「
明
人
で
あ
る
こ
と
を
貴
ぶ
」
と
い
う
考
え
方
は
、
宋
時
烈
が

主
唱
す
る
尊
周
論
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
禹
景
燮
氏
の
研
究
が
参
考
さ
れ
る
。
同
氏
に
よ
れ
ば
、
宋
時
烈
は
明
代
の
政
治
や
文
化
に
対
し
て
は
好
意

的
な
態
度
を
示
し
て
お
ら
ず
、
宋
時
烈
が
唱
え
た
尊
周
論
も
、
血
統
と
王
朝
を
超
越
し
て
存
在
す
る
儒
教
文
化
的
真
理
（
＝
道
）
と

し
て
の
中
華
を
尊
重
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
決
し
て
「
尊
明
論
」
と
同
義
で
は
な
か
っ
た
と
い
う）

（1
（

。
そ
れ
に
比
す
れ
ば
、「
明

人
で
あ
る
こ
と
を
貴
ぶ
」
と
い
う
金
錫
冑
の
考
え
方
は
、
む
し
ろ
明
そ
の
も
の
を
尊
ぶ
「
尊
明
論
」
と
評
す
べ
き
で
あ
り
、
宋
時
烈

の
尊
周
論
と
は
一
線
を
画
す
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
あ
る
い
は
、政
治
的
に
宋
時
烈
と
対
立
し
て
い
た
金
錫
冑
が
、

宋
時
烈
の
尊
周
論
に
対
峙
す
る
も
の
と
し
て
披
歴
し
た
も
の
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
金
錫
冑
の
唱
え
た「
尊
明
論
」は
、そ
れ
以
上
、実
際
の
政
治
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。粛
宗
四
〇
年（
一
七
〇
三
）、

老
論
の
積
極
的
協
調
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
粛
宗
は
神
宗
万
暦
帝
を
祀
る
大
報
壇
の
創
設
を
実
現
さ
せ
た）

（1
（

が
、「
大
報
」（
大
い
に

報
い
る
）
と
い
う
命
名
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
大
報
壇
は
基
本
的
に
は
明
か
ら
被
っ
た
「
再
造
の
恩
」（
壬
辰
倭
乱
時
に
明
が
援

軍
を
派
遣
し
て
、
朝
鮮
を
滅
亡
の
危
機
か
ら
救
っ
て
く
れ
た
恩
）
と
い
う
特
定
の
恩
に
報
い
る
た
め
の
施
設
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、

明
そ
の
も
の
を
尊
ぶ
「
尊
明
論
」
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
こ
で
粛
宗
の
件
の
教
に
つ
い
て
今
一
度
考
え
て
み
よ
う
。
田
会
一
の
五
衛
将
へ
の
任
命
は
、
大
報
壇
の
創
設
と
ほ
ぼ
時
を
同
じ
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く
し
て
行
わ
れ
た
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、粛
宗
が
「
大
国
（
明
）
の
尚
書
の
子
孫
が
ど
う
し
て
衛
将
で
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
」

と
い
う
教
を
下
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、そ
れ
は
や
は
り
、「
再
造
の
恩
」
と
の
関
連
で
出
さ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

そ
う
で
な
く
と
も
そ
れ
は
、
尊
ぶ
べ
き
明
人
の
範
囲
を
明
の
官
吏
の
子
孫
に
限
定
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
少
な
く
と
も
「
皇
朝
の
た

め
」
と
い
う
観
点
か
ら
田
会
一
を
五
衛
将
に
任
命
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、英
祖
自
身
も
「
盖

し
」（
史
料
Ａ
傍
線
部
）
と
前
置
き
を
付
し
て
い
る
よ
う
に
、「
皇
朝
の
た
め
」
と
い
う
解
釈
は
、
粛
宗
の
教
に
一
定
程
度
の
拡
大
解

釈
を
加
え
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
「
華
人
子
孫
」
の
創
出
は
、
尊
ぶ
べ
き
明
人
の
範
囲
を
「
皇
朝
の
た
め
」
と

い
う
観
点
か
ら
設
定
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
た
英
祖
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
次
章
で
は
そ
の
具
体
的
な
経
緯
を

辿
っ
て
み
た
い
。

第
二
章　

英
祖
に
よ
る
「
華
人
子
孫
」
創
出
の
顛
末

第
一
節　
「
華
人
子
孫
」
創
出
の
契
機

英
祖
は
即
位
当
初
よ
り
、
蕩
平
政
策
の
推
進
を
標
榜
し
た
。
英
祖
の
蕩
平
政
策
は
、
当
初
、
一
党
中
心
の
政
治
形
態
を
否
定
し
、

全
て
の
党
派
か
ら
人
材
を
登
用
す
る
政
治
形
態
を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た
が
、
次
第
に
朋
党
の
存
在
自
体
を
否
定
し
な
が
ら
、
王
権

の
強
化
を
目
指
す
も
の
と
な
っ
て
い
く）

11
（

。
英
祖
二
五
年
（
一
七
四
九
）
に
行
わ
れ
た
大
報
壇
祭
祀
の
拡
充
も
、
老
論
の
主
導
す
る
朋

党
政
治
を
打
破
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る）

1（
（

。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、大
報
壇
は
、粛
宗
三
〇
年（
一
七
〇
四
）、明
の
神
宗
万
暦
帝
を
祀
る
た
め
に
創
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、

英
祖
二
五
年
、
英
祖
は
万
暦
帝
に
加
え
て
、
毅
宗
崇
禎
帝
お
よ
び
太
祖
洪
武
帝
を
並
祀
し
た
。
崇
禎
帝
の
並
祀
は
、
ま
ず
応
教
黄
景
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源
に
よ
っ
て
建
議
さ
れ
た
が
、
英
祖
も
そ
れ
に
賛
同
し
、
そ
の
他
の
臣
下
か
ら
も
特
段
の
反
対
意
見
が
出
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た

た
め
、
比
較
的
容
易
に
決
定
を
み
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
清
に
よ
っ
て
『
明
史
』
が
刊
行
さ
れ
、
そ
れ
が
朝
鮮
に
も
た
ら
さ
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
崇
禎
帝
が
丙
子
胡
乱
（
一
六
三
六
～
三
七
）
の
時
、
朝
鮮
に
援
軍
を
派
遣
し
た
事
実
が
新
た
に
知
ら
れ
、「
再
造
の
恩
」

は
万
暦
帝
の
み
で
は
な
く
、
実
は
崇
禎
帝
か
ら
も
被
っ
て
い
る
と
い
う
見
方
が
あ
っ
た）

11
（

。

一
方
、
洪
武
帝
の
並
祀
に
つ
い
て
は
、
英
祖
が
洪
武
帝
か
ら
被
っ
た
「
大
造
の
恩
」（「
朝
鮮
」
の
国
号
と
冊
封
を
賜
っ
た
恩
）
を

挙
げ
な
が
ら
建
議
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
崇
禎
帝
の
並
祀
と
は
打
っ
て
変
わ
っ
て
、
老
論
・
少
論
を
問
わ
ず
、

大
部
分
の
臣
下
が
反
対
論
ま
た
は
慎
重
論
を
唱
え
た
。
臣
下
た
ち
が
洪
武
帝
の
並
祀
に
反
対
し
た
理
由
は
い
く
つ
か
あ
る
が
、
そ
の

中
で
洪
武
帝
の
並
祀
は
「
大
報
の
義
に
合
わ
な
い
」
と
い
う
意
見
が
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
意
見
は
、洪
武
帝
の
並
祀
が
明
か
ら
被
っ

た
「
再
造
の
恩
」
に
報
い
る
た
め
の
施
設
と
い
う
大
報
壇
本
来
の
あ
り
方
に
そ
ぐ
わ
な
い
こ
と
を
問
題
視
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
英

祖
は
結
局
、
反
対
す
る
臣
下
に
対
し
て
洪
武
帝
の
並
祀
は
粛
宗
の
遺
志
で
も
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
こ
と
に
よ
り
、
何
と
か
臣
下
の

支
持
を
取
り
付
け
、
崇
禎
帝
の
並
祀
と
と
も
に
洪
武
帝
の
並
祀
を
実
現
さ
せ
た）

11
（

。

そ
れ
で
は
、な
ぜ
英
祖
は
洪
武
帝
の
並
祀
に
拘
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、英
祖
の「
東
藩
の
一
陪
臣
で
あ
る
先
正（
宋
時
烈
）

が
二
皇
（
万
暦
帝
・
崇
禎
帝
）
を
祀
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
東
藩
の
王
で
あ
る
予
が
三
皇
（
洪
武
帝
・
万
暦
帝
・
崇
禎
帝
）
を
祀
る

こ
と
が
ど
う
し
て
で
き
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
」（『
承
政
院
日
記
』
第
一
〇
四
一
冊
、
英
祖
二
五
年
三
月
二
三
日
）
と
い
う
主
張

か
ら
看
取
さ
れ
る
よ
う
に
、
大
報
壇
祭
祀
の
拡
充
、
と
り
わ
け
洪
武
帝
の
並
祀
は
、
英
祖
に
と
っ
て
、
尊
周
論
の
実
践
の
主
導
権

を
臣
下
の
側
（
特
に
老
論
）
か
ら
接
収
し
、
自
ら
の
君
主
と
し
て
の
位
相
を
高
め
、
王
権
を
強
化
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る）

11
（

。
そ
う
し
た
英
祖
の
王
権
強
化
の
た
め
の
尊
周
論
は
、
も
は
や
老
論
の
主
唱
す
る
儒
教
文
化
的
真
理
に
基
づ
く
尊
周

論
と
は
相
違
し
て
、そ
の
内
実
は
「
尊
明
論
」
と
評
す
べ
き
も
の
と
な
り
、三
皇
帝
を
祀
る
よ
う
に
な
っ
た
大
報
壇
も
、「
再
造
の
恩
」
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に
報
い
る
た
め
の
施
設
で
は
な
く
、「
皇
朝
の
た
め
」
の
施
設
に
変
貌
し
た
の
で
あ
る
。

英
祖
二
七
年
三
月
一
九
日
、
英
祖
は
崇
禎
帝
の
忌
辰
（
命
日
）
に
は
じ
め
て
大
報
壇
で
望
拝
礼
を
行
っ
た
。
粛
宗
の
大
報
壇
の
創

設
以
来
、
大
報
壇
祭
祀
は
三
月
上
旬
に
行
わ
れ
る
「
一
年
一
行
の
祭
」
を
原
則
と
し
て
い
た
が
、
こ
の
時
の
望
拝
礼
は
そ
れ
と
は
別

の
も
の
で
あ
っ
た
。
崇
禎
帝
の
忌
辰
に
当
た
っ
て
望
拝
礼
を
行
っ
た
後
、
英
祖
は
「
嗚
呼
、
一
隅
の
海
東
（
片
隅
の
朝
鮮
）
に
は
今

な
お
大
明
が
存
在
し
て
い
る
。
五
月
初
十
日
の
高
皇
（
洪
武
帝
）
忌
辰
、
七
月
二
十
一
日
、
神
宗
（
万
暦
帝
）
忌
辰
に
は
、
一
様
に

望
拝
礼
を
挙
行
し
て
、
微
誠
を
表
明
せ
ね
ば
な
ら
な
い
」（『
英
祖
実
録
』
巻
七
三
、二
七
年
三
月
丙
辰
）
と
命
じ
た
。
こ
の
命
の
内

容
か
ら
、
英
祖
が
朝
鮮
に
「
大
明
」
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
が
、
そ
れ
は
英
祖
の
尊
周

論
の
内
実
が
「
尊
明
論
」
で
あ
り
、
大
報
壇
が
「
皇
朝
の
た
め
」
の
施
設
に
な
っ
た
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の

英
祖
の
命
に
従
っ
て
、そ
の
後
は
明
の
三
皇
帝
の
忌
辰
に
お
け
る
大
報
壇
で
の
望
拝
礼
が
定
例
化
す
る
よ
う
に
な
る）

11
（

。
そ
し
て
同
日
、

英
祖
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
命
を
下
し
た
。

【
史
料
Ｄ
】〈
前
略
〉。
上
曰
、
皇
朝
人
子
孫
之
為
漢
人
牙
兵
者
、
兵
判
問
於
訓
局
書
入
可
也
。
洪
啓
禧
曰
、
漢
人
牙
兵
外
、

亦
有
中
朝
人
子
孫
矣
。
並
為
訪
問
、
自
臣
曹
書
入
、
何
如
。
上
曰
、
依
為
之
。（『
承
政
院
日
記
』
第
一
〇
六
六
冊
、
英
祖

二
七
年
三
月
一
九
日
）

英
祖
が
、
漢
人
牙
兵
の
中
に
皇
朝
人
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
を
、
兵
曹
判
書
洪
啓
禧
に
訓
錬
都
監
に
問
い
合
わ
せ
た
上
で
報
告
す
る

こ
と
を
命
じ
る
と
、
洪
啓
禧
は
、
漢
人
牙
兵
以
外
の
中
朝
人
（
明
人
）
の
子
孫
に
つ
い
て
「
臣
曹
」（
こ
こ
で
は
兵
曹
の
こ
と
）
に

調
査
し
て
報
告
さ
せ
る
こ
と
を
提
案
し
、
英
祖
の
同
意
を
得
た
。

漢
人
牙
兵
の
起
源
は
、
丙
子
胡
乱
の
後
、
清
の
人
質
と
な
っ
て
い
た
鳳
林
大
君
（
後
の
孝
宗
）
が
、
仁
祖
二
三
年
（
一
六
四
五
）

に
朝
鮮
へ
の
帰
還
を
果
た
し
た
際
、
鳳
林
大
君
に
随
従
し
て
朝
鮮
に
東
来
し
た
明
人
に
求
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
鳳
林
大
君
は
帰
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国
後
、
彼
ら
を
自
ら
の
潜
邸
（
於
義
宮
）
の
朝
陽
楼
の
下
に
住
ま
わ
せ
、
即
位
後
に
は
訓
錬
都
監
に
属
さ
し
め
て
、
漢
人
牙
兵
と
し

て
軍
籍
に
編
入
さ
せ
、
他
事
に
煩
わ
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
漁
業
に
よ
っ
て
生
計
を
立
て
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
や
っ
た
が
、
時
が
経
る

に
従
い
、
ほ
と
ん
ど
の
者
が
困
窮
に
陥
っ
て
い
っ
た
と
い
う
（『
尊
周
彙
編
』
巻
七
、
正
宗
〔
正
祖
〕
一
四
年
三
月
）。
し
か
し
こ
こ

に
至
っ
て
、現
実
に
は
滅
び
た
明
が
「
一
隅
の
海
東
」（
片
隅
の
朝
鮮
）
に
今
な
お
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
主
張
す
る
英
祖
に
よ
っ
て
、

再
認
識
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
た
び
の
英
祖
の
命
令
に
対
す
る
復
命
に
つ
い
て
は
詳
細
を
知
り
え
な
い
が
、
同
年
一
〇
月
、
英
祖
は
潜
邸
に
臨
御
し
た
際
の

帰
路
に
漢
人
牙
兵
の
居
住
区
の
近
く
を
通
り
、
漢
人
牙
兵
の
頭
目
的
存
在
の
者
を
昌
徳
宮
に
召
致
し
た
と
こ
ろ
、
五
名
の
者
が
や
っ

て
き
た
（『
承
政
院
日
記
』
第
一
〇
七
五
冊
英
祖
二
七
年
一
〇
月
八
日
）。
五
名
は
い
ず
れ
も
鳳
林
大
君
に
随
従
し
て
東
来
し
た
明
人

の
曽
孫
で
あ
っ
た）

11
（

。
一
通
り
の
質
問
を
終
え
て
彼
ら
を
退
去
さ
せ
た
後
、
英
祖
・
左
副
承
旨
南
泰
耆
・
兵
曹
判
書
洪
啓
禧
の
間
で
次

の
よ
う
な
や
り
取
り
が
行
わ
れ
た
。

【
史
料
Ｅ
】泰
耆
曰
、小
臣
因〔
馮
〕命
福
等
事
、有
仰
達
之
事
矣
。
①
所
謂
向
化
人
者
、即
指
倭
人
及
野
人
之
来
留
我
国
者
之
称
。

而
嶺
南
有
皇
朝
人
居
生
者
、
而
一
例
謂
之
向
化
、
納
布
礼
曹
、
此
輩
以
向
化
之
称
、
深
切
冤
痛
、
窃
願
編
於
良
役
納
二
匹
布
、

而
不
能
得
。
此
事
甚
為
怪
異
矣
。
上
曰
、豈
有
此
理
耶
。
洪
啓
禧
曰
、果
有
是
事
矣
。
泰
耆
曰
、臣
豈
敢
以
未
詳
之
事
仰
達
乎
。

臣
之
兄
、
方
為
軍
威
県
監
、 

而
軍
威
地
、
亦
有
如
此
事
矣
。
上
曰
、
②
然
乎
。
然
則
一
隅
青
丘
、
豈
是
有
大
明
之
意
乎
。
是

予
向
皇
朝
之
誠
不
足
故
也
。
古
語
曰
、
必
也
正
名
。
正
謂
此
事
也
。
承
旨
書
之
。
伝
曰
、
所
謂
諸
道
向
化
人
、
称
誰
乎
。
令

礼
曹
、
問
于
諸
道
以
啓
。
泰
耆
読
而
告
之
。
上
曰
、
如
是
則
可
以
知
之
矣
。（『
承
政
院
日
記
』
第
一
〇
七
五
冊
、
英
祖
二
七

年
一
〇
月
八
日
）

ま
ず
、南
泰
耆
が
馮
命
福
ら
の
漢
人
牙
兵
の
こ
と
と
関
連
さ
せ
て
、「
い
わ
ゆ
る
向
化
人
と
は
、倭
人
と
野
人
が
我
が
国
に
来
て
留
ま
っ



43　　朝鮮王朝英祖による「華人子孫」創出の背景　　木村

て
い
る
者
を
指
し
ま
す
。
し
か
し
嶺
南
（
慶
尚
道
）
に
居
住
す
る
皇
朝
人
も
一
様
に
向
化
と
称
さ
れ
、礼
曹
に
布
を
納
め
て
い
ま
す
。

彼
ら
は
向
化
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
深
く
心
を
痛
め
て
お
り
、
良
役
（
良
民
が
負
担
す
る
軍
役
）
に
編
入
さ
れ
て
布
二
匹
を
納
め
た
い

と
願
っ
て
い
ま
す
が
、そ
れ
が
で
き
な
い
で
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
と
て
も
理
解
に
苦
し
む
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す）

11
（

」（
史
料
Ｅ
傍
線
部
①
）

と
切
り
出
し
た
。

当
時
、
一
般
の
良
民
の
軍
役
は
布
二
匹
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
向
化
人
は
礼
曹
に
所
属
し
て
布
一
匹
の
納
付
が
義
務
付
け
ら
れ

て
い
た
（『
粛
宗
実
録
』
巻
六
〇
、四
三
年
一
一
月
壬
申
）。
向
化
人
が
一
般
良
民
よ
り
も
布
の
納
付
額
が
低
く
さ
れ
た
の
は
、
向
化

人
に
対
す
る
顧
恤
の
た
め
で
あ
っ
た）

11
（

。
し
か
し
嶺
南
の
皇
朝
人
は
む
し
ろ
「
向
化
人
」
と
称
さ
れ
る
こ
と
に
心
を
痛
め
、
良
民
と
し

て
布
二
匹
を
納
め
た
い
と
願
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
英
祖
は
明
人
が
向
化
人
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
に
わ
か

に
は
信
じ
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
洪
啓
禧
に
確
認
す
る
と
、
洪
啓
禧
も
そ
れ
が
事
実
で
あ
る
こ
と
を
英
祖
に
伝

え
た
。
さ
ら
に
南
泰
耆
が
軍
威
県
で
も
同
様
の
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
伝
え
た
。
す
る
と
英
祖
は
、「
そ
う
で
あ
っ
た
か
。

な
ら
ば
こ
の
片
隅
の
青
丘
（
朝
鮮
）
に
ど
う
し
て
大
明
が
存
在
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
か
。
こ
れ
は
予
の
皇
朝
（
明
）
に
対
す
る
誠

が
足
り
な
い
か
ら
で
あ
る
。
古
語
に
も
『
必
ず
や
名
を
正
す
』
と
あ
る
が
、ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
事
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
」（
史

料
Ｅ
傍
線
部
②
）
と
歎
じ
た
。
そ
し
て
英
祖
は
、
諸
道
の
向
化
人
と
は
誰
を
指
す
の
か
に
つ
い
て
、
礼
曹
を
通
じ
て
調
査
す
る
よ
う

に
命
じ
た
の
で
あ
る
。

「
古
語
」
の
「
必
ず
や
名
を
正
す
」
と
は
、『
論
語
』
子
路
篇
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。「
名
」
と
は
、も
の
の
名
や
概
念
の
こ
と
で
あ
り
、

「
名
を
正
す
」
と
は
、
名
と
そ
れ
が
示
す
実
体
と
を
合
致
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
民
が
安
心
し
て
生
活
で
き
る
政
治
は
、「
名
を
正
す
」

こ
と
を
出
発
点
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る）

11
（

。
こ
の
時
、
英
祖
は
は
じ
め
て
明
人
の
子
孫
が
向
化
人

と
称
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
そ
の
こ
と
は
、「
必
ず
や
名
を
正
す
」
と
い
う
孔
子
の
教
え
に
反
す
る
も
の
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
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自
ら
の
皇
朝
（
明
）
に
対
す
る
誠
が
足
り
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
自
ら
の
主
導
の
下
で
尊
周
論
―
た

だ
し
そ
の
内
実
は
「
尊
明
論
」
―
を
実
践
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
王
権
の
強
化
を
図
ろ
う
と
す
る
英
祖
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
由
々
し

き
問
題
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
由
々
し
き
問
題
の
浮
上
が
、「
華
人
子
孫
」
と
い
う
明
の
遺
民
集
団
が
公
的
に
創
出
さ

れ
る
直
接
的
契
機
と
な
っ
た
。
次
節
で
は
、
そ
の
後
の
「
華
人
子
孫
」
創
出
の
実
施
過
程
を
辿
っ
て
み
よ
う
。

第
二
節　
「
華
人
子
孫
」
創
出
の
実
施
過
程

英
祖
の
命
に
よ
っ
て
向
化
人
の
実
態
が
調
査
さ
れ
、
そ
の
復
命
報
告
が
行
わ
れ
た
の
は
、
命
が
下
さ
れ
て
か
ら
約
一
月
半
後
の
こ

と
で
あ
っ
た
。

【
史
料
Ｆ
】〔
洪
〕
鳳
漢
曰
、
前
日
伝
教
、
有
向
化
人
称
誰
乎
。
令
礼
曹
問
于
諸
道
以
啓
之
命
矣
。
問
于
諸
道
、
且
考
本
曹

久
遠
文
書
、
則
向
化
人
、
①
本
以
六
鎮
藩
胡
以
黒
龍
江
為
姓
貫
而
内
附
者
、
②
壬
辰
倭
奴
之
不
帰
者
、
③
甲
申
以
後
遼
瀋
人

之
避
虜
東
奔
者
、
称
向
化
。
④
西
蜀
・
大
原
・
浙
江
之
人
仍
留
不
帰
者
子
孫
、
亦
称
向
化
云
。
故
敢
此
仰
達
。
上
曰
、
野
人
・

倭
人
外
、
名
以
向
化
、
其
名
不
可
。
子
不
云
乎
、
必
也
正
名
。
⑤
此
後
野
倭
子
孫
外
、
其
除
向
化
之
名
、
称
以
華
人
子
孫
、

只
属
礼
曹
、
勿
捧
其
布
、
亦
除
軍
役
、
為
可
。
以
此
分
付
。（『
承
政
院
日
記
』
第
一
〇
七
六
冊
、
英
祖
二
七
年
一
一
月
二
六
日
）

洪
鳳
漢
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
礼
曹
の
調
査
の
結
果
、
向
化
人
と
は
、「
六
鎮
の
藩
胡
（
女
真
人
）
が
黒
龍
江
を
本
貫
と
し
て
内
附
し

た
者
」
の
子
孫
（
史
料
Ｆ
傍
線
部
①
）、「
壬
辰
倭
乱
時
に
倭
人
の
日
本
に
帰
ら
な
か
っ
た
者
」
の
子
孫
（
史
料
Ｆ
傍
線
部
②
）、「
甲

申
年
（
一
六
四
四
）
に
お
け
る
明
の
滅
亡
後
に
虜
（
清
）
を
避
け
て
逃
げ
て
き
た
遼
瀋
人
」
の
子
孫
（
史
料
Ｆ
傍
線
部
③
）、「
西
蜀
・

大
原
・
浙
江
の
人
で
帰
ら
ず
に
朝
鮮
に
留
ま
っ
た
者
」
の
子
孫
（
史
料
Ｆ
傍
線
部
④
）
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
報
告

に
対
し
て
英
祖
は
、
再
び
『
論
語
』
子
路
篇
の
「
必
ず
や
名
を
正
す
」
と
い
う
文
言
を
引
用
し
な
が
ら
、
野
人
・
倭
人
以
外
の
者
を
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向
化
と
称
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
述
べ
、「
今
後
、
野
人
・
倭
人
子
孫
の
他
は
、
向
化
の
名
を
削
除
し
、
華
人
子
孫
と
称
し
、
も
っ

ぱ
ら
礼
曹
に
属
さ
し
め
、
布
を
徴
収
せ
ず
、
軍
役
も
免
除
す
る
こ
と
」（
史
料
Ｆ
傍
線
部
⑤
）
を
命
じ
た
。
た
だ
、
洪
鳳
漢
が
こ
の

英
祖
の
命
に
対
し
て
、「
名
目
上
に
お
い
て
の
み
礼
曹
に
属
し
た
と
し
て
も
、
全
く
納
め
る
物
が
な
け
れ
ば
、
将
来
、〔
礼
曹
に
属
し

て
い
る
こ
と
を
〕
軽
視
す
る
弊
害
が
起
き
る
で
し
ょ
う
。〈
中
略
〉。
臣
の
思
い
ま
す
に
、
あ
ま
り
負
担
の
重
く
な
い
若
干
の
土
産
を

納
め
さ
せ
、
彼
ら
に
所
属
の
有
る
こ
と
を
知
ら
し
め
る
の
が
よ
い
で
し
ょ
う
」
と
の
意
見
を
述
べ
る
と
、
英
祖
も
そ
れ
に
従
い
、「
若

干
の
土
産
」
を
礼
曹
に
納
め
さ
せ
る
こ
と
と
さ
れ
た
（『
承
政
院
日
記
』
第
一
〇
七
六
冊
、
英
祖
二
七
年
一
一
月
二
六
日
）。

見
ら
れ
る
よ
う
に
、
向
化
人
が
大
き
く
四
つ
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
史
料
Ｆ
傍
線
部
①
は
女
真
人
の
向
化
人
を
指
し
、
同
②
は
壬

辰
倭
乱
時
の
投
降
倭
人
で
あ
る
「
降
倭
」
を
指
す
と
考
え
て
間
違
い
な
か
ろ
う
。
同
③
は
本
稿
冒
頭
で
述
べ
た
一
七
世
紀
前
半
に
朝

鮮
に
流
入
し
た
遼
瀋
人
に
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
同
④
に
つ
い
て
は
、
同
③
以
外
の
中
国
本
土
出
身
の
漢
人
と
い
う
意
味
と
考

え
て
大
過
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、「
華
人
子
孫
」
は
同
③
④
に
該
当
す
る
こ
と
に
な
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
想
起
す
べ
き
は
、
朝
鮮
に
お
け
る
向
化
人
の
把
握
の
仕
方
で
あ
る
。
光
海
君
元
年
（
一
六
〇
九
）
の
蔚
山
の
戸
籍

大
帳
に
お
け
る
向
化
人
の
記
載
を
分
析
し
た
研
究
に
拠
れ
ば
、
戸
籍
上
、
向
化
人
の
戸
に
は
「
向
化
」
と
い
う
標
示
が
付
さ
れ
、
壬

辰
倭
乱
中
の
投
降
倭
人
に
は
「
降
倭
」
と
い
う
標
示
が
付
さ
れ
て
お
り
、
向
化
戸
と
降
倭
戸
は
、
一
般
の
良
民
・
賤
民
と
は
区
別
し

て
把
握
さ
れ
て
い
た
と
い
う）

11
（

。
す
な
わ
ち
、
戸
籍
を
見
れ
ば
、
向
化
人
を
抽
出
す
る
作
業
は
そ
れ
ほ
ど
困
難
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に

な
る
。
問
題
は
、
向
化
人
か
ら
「
華
人
子
孫
」
を
抽
出
す
る
際
の
基
準
で
あ
る
が
、
史
料
Ｆ
に
拠
れ
ば
、
そ
れ
は
本
貫
で
あ
っ
た
こ

と
が
察
せ
ら
れ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、「
華
人
子
孫
」
創
出
の
実
際
の
作
業
は
、「
華
人
子
孫
」
の
本
貫
の
確
定
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
「
華
人
子
孫
」
の
本
貫
を
確
定
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
容
易
で
は
な
か
っ
た
。
英
祖
三
〇
年
、
英
祖
は
自
ら
の
命
令
が

十
分
に
実
行
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
知
り
、礼
曹
と
漢
城
府
に
改
め
て
精
密
な
調
査
を
行
っ
た
上
、「
華
人
録
」
と
い
う
「
華
人
子
孫
」
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の
名
簿
を
別
途
に
作
成
す
る
よ
う
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

【
史
料
Ｇ
】〈
前
略
〉。
上
曰
、
曾
已
下
教
。
故
其
後
中
朝
人
、
恐
或
入
於
向
化
、
取
覧
成
冊
、
其
中
寧
遠
伯
五
代
孫
名
、
猶

在
於
向
化
成
冊
中
、
其
渉
寒
心
、
即
為
抜
去
。
楚
海
昌
・
田
時
泰
・
潘
自
建
、
一
体
抜
去
。
楚
・
田
・
潘
三
哥
、
並
世
世
免
役
、

其
中
楚
海
昌
子
孫
、
特
為
免
賤
。
李
萱
、
令
軍
門
為
先
即
為
調
用
。
此
等
中
朝
人
混
録
於
向
化
成
冊
、
其
渉
不
察
。
当
該
道

臣
、
従
重
推
考
、
以
此
諸
道
另
加
申
飭
、
而
若
是
下
教
之
後
、
不
可
不
一
番
釐
正
。
令
礼
曹
・
漢
城
府
相
考
帳
籍
、
並
其
真

偽
精
抄
成
案
、
名
曰
、
華
人
録
。
一
件
置
礼
曹
、
一
件
置
本
道
。
世
世
免
役
、
永
勿
徴
布
。（『
承
政
院
日
記
』
第
一
一
〇
八

冊
、
英
祖
三
〇
年
六
月
一
二
日
）

英
祖
は
、
英
祖
二
七
年
に
命
令
を
下
し
た
後
、
中
朝
人
（
明
人
）
が
向
化
人
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
、
向
化
人

の
成
冊
を
見
た
と
こ
ろ
、
寧
遠
伯
（
李
成
梁
）
の
五
代
孫
や
楚
海
昌
・
田
時
泰
・
潘
自
建
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
発
見
し
た
た
め
、

彼
ら
を
向
化
人
の
成
冊
か
ら
削
除
す
る
と
と
も
に
、彼
ら
に
然
る
べ
き
優
待
措
置
を
施
す
こ
と
を
命
じ
た
。ま
た
そ
れ
と
同
時
に
、「
こ

れ
ら
の
中
朝
人
が
向
化
成
冊
に
混
入
し
て
い
る
の
は
、
調
査
が
徹
底
さ
れ
て
い
な
い
た
め
で
あ
る
。
当
該
の
道
臣
は
重
き
に
従
い
て

推
考
せ
よ
。
こ
の
こ
と
を
諸
道
に
重
ね
て
命
じ
た
後
、〔
向
化
人
と
華
人
の
区
別
に
つ
い
て
〕
も
う
一
度
正
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
礼

曹
と
漢
城
府
に
帳
籍
を
調
べ
さ
せ
、
精
確
に
抽
出
し
て
名
簿
を
作
成
し
、
華
人
録
と
名
付
け
よ
。
一
つ
は
礼
曹
に
保
管
し
、
一
つ
は

本
道
に
保
管
し
、
子
孫
代
代
、
軍
役
を
免
除
し
、
布
を
徴
収
し
な
い
よ
う
に
せ
よ
」（
史
料
Ｇ
傍
線
部
）
と
の
命
を
下
し
た
。

田
時
泰
に
つ
い
て
は
不
詳
で
あ
る
が
、
寧
遠
伯
李
成
梁
の
子
孫
の
本
貫
は
隴
西
・
淮
陽
で
あ
り
、
楚
海
昌
の
本
貫
は
巴
陵
で
あ
り
、

潘
自
建
の
本
貫
は
南
平
で
あ
る
。
先
に
中
国
本
土
の
華
人
子
孫
の
本
貫
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
た
西
蜀
・
大
原
・
浙
江
に
は
含
ま
れ

て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
見
落
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
英
祖
は
、
こ
れ
以
上
錯
誤
が
起
ら
な
い
よ
う
、
礼
曹
と
漢
城
府
を

し
て
、
改
め
て
精
査
を
加
え
た
上
で
、
華
人
の
名
簿
で
あ
る
「
華
人
録
」
を
作
成
さ
せ
る
こ
と
と
し
、「
明
に
対
す
る
誠
」
の
貫
徹
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を
期
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
命
を
受
け
た
礼
曹
と
漢
城
府
は
、「
華
人
録
」
を
各
道
に
頒
布
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
、
ま
た
新
た
な
問
題
が
浮
上
し
た
。

【
史
料
Ｈ
】〈
前
略
〉。〔
北
道
別
遣
試
官
趙
〕
栄
国
曰
、〈
中
略
〉。
向
来
、
礼
曹
以
華
人
・
向
化
人
子
孫
、
詳
考
帳
籍
、
査
出

姓
貫
、
成
冊
開
報
之
意
、
啓
禀
行
会
於
各
道
矣
。
北
道
則
向
化
人
子
孫
甚
多
。
査
出
之
際
、
不
但
有
騒
擾
之
弊
、
其
中
以
登
州
・

太
原
為
姓
貫
者
、
一
並
謂
之
華
人
子
孫
、
而
使
之
査
報
。
即
今
安
辺
之
為
登
州
、
忠
州
之
為
太
原
、
古
事
可
考
。
則
一
切
為

華
人
而
入
於
成
冊
者
、
豈
非
称
冤
之
端
乎
。
上
曰
、
頃
聞
、
皇
朝
人
混
称
向
化
人
、
故
命
。
此
後
勿
侵
。
今
聞
所
奏
、
与
所

教
、
一
何
相
左
。
令
礼
判
後
日
登
対
禀
処
。（『
英
祖
実
録
』
巻
八
四
、三
一
年
四
月
丁
卯
）

北
道
別
遣
試
官
趙
栄
国
が
、
登
州
と
「
太
原
」（
大
原
）
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
朝
鮮
の
安
辺
（
咸
鏡
道
）
と
忠
州
（
忠
清
道
）

の
古
名
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
地
名
を
本
貫
と
す
る
者
を
す
べ
て
華
人
と
し
て
扱
え
ば
、
怨
恨
の
元
に
な
る
だ
ろ
う
と
い
う
報
告
が
な

さ
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
英
祖
は
「
最
近
、
皇
朝
人
が
向
化
人
と
称
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
聞
い
た
。
そ
れ
故
に
〔
華
人
録
の
作
成

を
〕
命
じ
た
の
で
あ
る
。
今
後
は
違
う
こ
と
の
な
い
よ
う
に
せ
よ
。
今
、〔
趙
栄
国
の
〕
奏
す
る
と
こ
ろ
を
聞
い
た
が
、〔
予
が
〕
命

じ
た
と
こ
ろ
（
華
人
の
精
確
な
抽
出
）
と
何
と
ひ
ど
く
違
っ
て
い
る
こ
と
か
」（
史
料
Ｈ
傍
線
部
）
と
指
摘
し
、
礼
曹
判
書
に
後
日

報
告
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。

こ
の
問
題
が
最
終
的
に
ど
の
よ
う
に
決
着
し
た
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
礼
曹
で
は
以
前
か
ら
「
登
州
と
太
原
は
中
国
の
地
名
で

あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
」
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
か
ら
（『
典
客
司
日
記
』
第
一
〇
、
英
祖
三
〇
年
九
月
一
〇
日
）、
登
州
と
大
原

は「
華
人
子
孫
」の
本
貫
と
し
て
扱
わ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
と
も
あ
れ
、「
必
ず
や
名
を
正
す
」と
い
う
孔
子
の
教
え
に
従
う
こ
と
が
、

自
ら
の
「
明
に
対
す
る
誠
」
を
示
す
こ
と
に
つ
な
が
る
と
考
え
て
い
た
英
祖
に
と
っ
て
、「
華
人
子
孫
」
と
「
向
化
人
」
の
区
分
を

お
ろ
そ
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
一
方
で
英
祖
は
、「
華
人
子
孫
」
と
「
向
化
人
」
の
区
分
を
必
ず
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し
も
血
統
的
な
側
面
か
ら
判
断
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
。

こ
れ
よ
り
も
少
し
前
、
安
五
昌
と
い
う
者
が
、
本
来
は
朝
鮮
の
迎
日
（
慶
尚
道
）
の
人
の
孫
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
漢
人
牙

兵
に
紛
れ
込
ん
で
い
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
る
と
、
英
祖
は
安
五
昌
を
漢
人
牙
兵
か
ら
は
脱
退
さ
せ
た
も
の
の
、
そ
の
曾
祖
父
の
起
秋

が
幼
い
こ
ろ
に
明
に
漂
着
し
、
明
で
成
長
し
た
後
に
「
皇
朝
」（
明
）
か
ら
「
故
国
に
帰
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
恩
」
を
被
っ
た
こ
と

を
理
由
に
し
て
、
漢
人
の
例
に
よ
っ
て
安
五
昌
の
軍
役
の
免
除
を
命
じ
て
い
る
（『
承
政
院
日
記
』
第
一
一
〇
八
冊
、
英
祖
三
〇
年

六
月
一
二
日
）。
こ
う
し
た
英
祖
の
態
度
か
ら
は
、「
華
人
子
孫
」
創
出
の
最
大
の
目
的
が
、
で
き
る
限
り
自
ら
の
「
明
に
対
す
る
誠
」

の
忠
実
な
る
こ
と
を
示
し
、
自
ら
が
「
尊
明
論
」
と
し
て
の
尊
周
論
の
主
導
者
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
あ
っ
た
こ
と
が
改
め
て

確
認
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

英
祖
代
に
行
わ
れ
た
「
華
人
子
孫
」
の
創
出
は
、
朝
鮮
に
居
住
す
る
全
て
の
明
人
を
尊
ぶ
べ
き
で
あ
る
と
す
る
尊
明
主
義
の
実
践

で
あ
っ
た
。
た
だ
し
そ
れ
は
、
老
論
が
主
唱
す
る
「
血
統
と
王
朝
を
超
越
し
て
存
在
す
る
儒
教
文
化
的
真
理
と
し
て
の
中
華
」
を
尊

ぼ
う
と
す
る
尊
周
論
に
基
づ
く
限
り
、
行
わ
れ
得
な
い
も
の
で
あ
り
、
英
祖
が
蕩
平
の
名
の
下
に
王
権
を
強
化
し
よ
う
と
す
る
過
程

で
行
き
着
い
た
、
尊
周
論
の
名
を
借
り
た
「
尊
明
論
」
に
基
づ
い
て
こ
そ
、
行
わ
れ
得
た
と
考
え
ら
れ
る
。

「
華
人
子
孫
」
の
創
出
を
実
現
し
た
英
祖
は
、
そ
の
後
、
英
祖
三
二
年
に
大
報
壇
祭
祀
へ
の
皇
朝
人
の
参
列
を
定
例
化
し
、
英
祖

四
〇
年
に
は
、
崇
明
排
清
の
姿
勢
を
貫
い
た
朝
鮮
の
忠
臣
と
皇
朝
人
の
た
め
の
科
挙
試
験
で
あ
る
忠
良
科
ま
で
実
施
し）

1（
（

、「
明
に
対
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す
る
誠
」
の
全
う
を
目
指
し
て
い
く
が
、
こ
れ
ら
の
施
策
は
、
そ
の
対
象
で
あ
る
「
華
人
子
孫
」
が
創
出
さ
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、

実
施
さ
れ
得
た
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、「
華
人
子
孫
」
の
創
出
は
、
英
祖
に
よ
る
尊
明
主
義
の
実
践
の
推
進
に
お
い
て
、
そ
の

土
台
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
り
、
大
報
壇
祭
祀
の
拡
充
に
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
で
あ

ろ
う
。

さ
て
、
本
稿
の
考
察
に
よ
っ
て
、
英
祖
代
に
お
け
る
「
華
人
子
孫
」
創
出
の
背
景
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
う
が
、
一
方
で
朝
鮮

後
期
に
お
け
る
尊
周
論
が
必
ず
し
も
同
一
の
内
容
を
備
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
も
指
摘
で
き
た
と
思
う
。
こ
の
点
が
朝

鮮
後
期
の
政
治
思
想
史
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
と
い
う
問
題
に
関
す
る
検
討
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

註（
１
）
劉
春
蘭
『
明
・
清
交
替
期 

漢
族
의 

朝
鮮
移
民
』（
韓
国
学
中

央
研
究
院
博
士
論
文
、
一
九
九
七
年
）
三
七
頁
。

（
２
）
遼
東
地
域
の
漢
人
の
内
、
鴨
緑
江
を
渡
っ
て
朝
鮮
に
流
入
し

た
者
の
数
は
、
当
時
の
明
側
の
把
握
に
よ
れ
ば
、
一
六
二
一
年

に
は
二
万
名
近
く
、
一
六
二
二
年
に
は
一
〇
余
万
名
に
上
っ
て

い
る
。
韓
明
基
『
壬
辰
倭
乱
과 

韓
中
関
係
』（
歴
史
批
評
社
、

一
九
九
九
年
）
二
八
〇
頁
～
二
八
一
頁
。

（
３
）
後
金
（
清
）
に
よ
る
漢
人
の
送
還
要
求
と
朝
鮮
の
対
応
に
つ

い
て
は
、
金
鍾
圓
「
初
期 

朝
・
清
関
係
에 

대
한 

一
考
察
―
丙

子
胡
乱
時
의 

被
擄
人 

問
題
를 

中
心
으
로
―
」（『
歴
史
学
報
』 

七
一
、一
九
七
六
年
九
月
）、
鄭
丙
振
『
入
関
前 

清
의  

〝
三
色

人
〟
刷
還
要
求
와 

遼
東
支
配
』（
江
原
大
学
校
碩
士
学
位
論
文
、

二
〇
一
二
年
）
を
参
照
。

（
４
）
朝
鮮
前
期
に
お
い
て
も
、
漢
人
の
朝
鮮
へ
の
移
住
は
少
な

か
ら
ず
見
ら
れ
た
が
、
漢
人
を
「
向
化
人
」
と
称
し
た
例

は
見
当
た
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。
백
옥
경
「
조
선 

전
기
에 

활
동
한 

중
국
인 

이
주
민
에 

대
한 

고
찰
」（『
韓
国
文
化
研
究
』

一
六
、梨
花
女
子
大
学
韓
国
文
化
研
究
院
、二
〇
〇
九
年
六
月
）二
〇

二
頁
。

（
５
）
向
化
の
意
味
に
つ
い
て
は
、『
経
国
大
典
註
解
』
後
集
（
明
宗

九
年
、
一
五
五
四
）
に
「
倭
野
人
（
倭
人
と
女
真
人
）
が
向
国

投
化
す
る
こ
と
」
と
あ
る
。「
向
国
」
と
は
「
国
（
朝
鮮
）
を
慕
う
」

と
い
っ
た
意
味
で
あ
り
、「
投
化
」
と
は
「
徳
化
を
慕
っ
て
帰
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附
す
る
」
と
い
っ
た
ほ
ど
の
意
味
で
あ
る
か
ら
、
朝
鮮
の
立
場

か
ら
す
れ
ば
、向
化
と
は
「
夷
」
で
あ
る
者
（
そ
の
多
く
は
「
倭

野
人
」）
が
「
華
」
で
あ
る
朝
鮮
の
徳
化
を
慕
っ
て
帰
附
す
る

こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
６
）
백
옥
경
「
조
선 

전
기
에 

활
동
한 

중
국
인 

이
주
민
에 

대
한 

고
찰
」（
前
掲
）
二
〇
三
頁
。

（
７
）
中
村
栄
孝
氏
は
つ
と
に
、
粛
宗
三
〇
年
の
大
報
壇
の
創
設
を

論
じ
た
上
で
、「
慕
明
の
思
想
に
相
即
す
る
尊
周
主
義
は
、
朝

鮮
に
入
居
し
た
明
人
の
子
孫
を
優
遇
し
、
壬
辰
・
丙
子
の
侵
略

戦
争
に
殉
じ
た
人
び
と
の
顕
彰
を
も
と
も
な
っ
て
、
ひ
ろ
く
普

及
し
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
（
中
村
栄
孝
「
朝
鮮
の
慕
明
思
想

と
大
報
壇
」〔『
天
理
大
学
学
報
』
二
三
―
五
、一
九
七
二
年
三

月
〕
二
一
六
頁
～
二
一
七
頁
）。
大
報
壇
の
創
設
の
延
長
線
上

に
明
人
の
子
孫
の
優
遇
政
策
を
捉
え
て
お
り
、
傾
聴
す
べ
き

言
及
で
は
あ
る
が
、
具
体
的
な
こ
と
は
全
く
論
じ
ら
れ
て
い

な
い
。「
華
人
子
孫
」（
皇
朝
人
）
の
創
出
に
つ
い
て
は
じ
め

て
具
体
的
に
論
じ
た
研
究
は
、
管
見
の
限
り
で
は
、John B

. 
D

uncan, “
H

yan
gh

w
ain

: M
igration

 an
d A

ssim
ilation

 

in
 C

h
os ŏn

 K
orea”, A

cta K
oreana, A

cadem
ia K

oreana, 
K

eim
yung U

niversity, V
ol.3, July 2000, T

eagu, K
orea

で
あ
る
。

（
８
）John B

. D
uncan, “

H
ya

n
gh

w
a

in
: M

igra
tion

 a
n

d 

A
ssim

ilion in C
hos ŏn K

orea”

（
前
掲
）、
徐
根
植
「
朝
鮮

時
代 

〝
向
化
〟
概
念
에 

대
한 

研
究
―
『
朝
鮮
王
朝
実
録
』
을 

중
심
으
로
― 

」（『
東
洋
古
典
研
究
』
三
七
、二
〇
〇
九
年
一
二
月
）。

（
９
）
劉
春
蘭
『
明
・
清
交
替
期 

漢
族
의 

朝
鮮
移
民
』（
前

掲
）、
노
혜
경
「
英
祖
代 

皇
朝
人
에 

대
한 

認
識
」（『
東
洋
古

典
研
究
』
三
七
、二
〇
〇
九
年
一
二
月
）、
禹
景
燮
「
조
선
후
기 

귀
화 

한
인
（
漢
人
）
과 

황
조
유
민
（
皇
朝
遺
民
） 

의
식
」（『

韓
国
学
研
究
』
二
七
、仁
荷
大
学
校
韓
国
学
研
究
所
、二
〇
一
二
年

六
月
）。

（
10
）
鄭
玉
子
『
朝
鮮
後
期 

朝
鮮
中
華
思
想 

研
究
』（
一
志
社
、

一
九
九
八
年
）
一
七
頁
、
一
〇
八
頁
。
な
お
鄭
玉
子
氏
は
、「
周

＝
明
」
と
い
う
観
念
が
、
明
の
滅
亡
後
、「
周
＝
朝
鮮
」
と
い

う
観
念
に
置
き
換
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、「
朝
鮮
中
華
主
義
」

が
成
立
し
た
と
す
る
。

（
11
）
徐
根
植
「
朝
鮮
時
代 

〝
向
化
〟
概
念
에 

대
한 

研
究
」（
前

掲
）、
노
혜
경
「
英
祖
代 

皇
朝
人
에 

대
한 

認
識
」（
前
掲
）。

（
12
）
甲
戌
換
局
か
ら
英
祖
代
初
年
ま
で
の
政
局
に
つ
い
て
は
、
李

銀
順
『
朝
鮮
後
期
党
争
史
研
究
』（
一
潮
閣
、
一
九
八
八
年
）

七
二
頁
～
九
四
頁
を
参
照
。

（
13
）
万
東
廟
に
つ
い
て
は
、
呉
甲
均
「
華
陽
洞 

事
蹟
에 

対
한 

調

査 

報
告
」（『
歴
史
教
育
』
一
一
・
一
二
、一
九
六
九
年
四
月
）、

全
用
宇
「
華
陽
書
院
과 

万
東
廟
에 

대
한 

一 

研
究
」（『
湖
西
史

学
』
一
八
、一
九
九
〇
年
）
参
照
。
な
お
全
用
宇
氏
は
、
粛
宗

二
九
年
に
は
万
東
廟
の
建
物
が
完
成
し
た
が
、
万
暦
帝
・
崇
禎
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帝
の
祭
祀
が
行
わ
れ
た
の
は
、
明
の
滅
亡
後
、
干
支
が
一
回
り

し
た
翌
年
の
正
月
七
日
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
万
東
廟
の
創
建

年
代
は
、
粛
宗
三
〇
年
正
月
七
日
と
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し

て
い
る
。

（
14
）
英
祖
元
年
一
二
月
一
三
日
の
黄
梓
の
報
告
に
、「
権
尚
夏
死
後
、

無
主
之
者
、祠
屋
荒
凉
、草
萊
蕪
没
、見
之
者
、無
不
興
嘆
」（『
承

政
院
日
記
』
第
六
〇
六
冊
、英
祖
元
年
一
二
月
一
三
日
）
と
あ
る
。

（
15
）『
備
辺
司
謄
録
』
の
史
料
Ａ
と
ほ
ぼ
同
文
が
『
承
政
院
日
記
』

第
六
〇
六
冊
、
英
祖
元
年
一
二
月
一
三
日
条
に
も
掲
載
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
こ
で
は
史
料
Ａ
傍
線
部
中
の
「
非
為
渠
也
」
の
部

分
が
「
非
不
為
渠
也
」
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
意
味
的
に
考

え
て
『
承
政
院
日
記
』
の
「
不
」
字
は
明
ら
か
に
衍
入
で
あ
る
。

本
稿
で
は
『
備
辺
司
謄
録
』
の
記
載
に
従
う
。

（
16
）『
皇
朝
人
事
蹟
』（
一
八
世
紀
末
頃
成
立
、
ソ
ウ
ル
大
学
校
奎

章
閣
韓
国
学
研
究
院
所
蔵
）
参
照
。

（
17
）
た
だ
し
、『
英
祖
実
録
』
巻
七
三
、二
七
年
五
月
丙
午
条
で
は
、

「
特
拝
衛
将
李

為
同
中
枢
。

即
皇
明
提
督
李
如
松
之
後
也
」

と
あ
り
、
李
勉
（

）
は
李
如
松
の
子
孫
と
さ
れ
て
い
る
。

（
18
）
禹
景
燮
「
朝
鮮
中
華
主
義
에 

대
한 

학
설
사
적 

검
토 

」（『
韓

国
史
研
究
』
一
五
九
、二
〇
一
二
年
一
二
月
）
二
五
三
頁
～

二
五
四
頁
。

（
19
）
鄭
玉
子
『
朝
鮮
後
期 

朝
鮮
中
華
思
想 

研
究
』（
前
掲
）
七
〇

頁
～
九
九
頁
。

（
20
）
朴
光
用
「
탕
평
논
의 

전
개
와 

정
국
의 

변
화
」（
李
泰
鎮
編 

『
朝
鮮
時
代 

政
治
史
의 

再
照
明
（
改
訂
版
）』
태
학
사
、 

二
〇
〇
三
年
）
三
七
四
頁
～
三
八
五
頁
。

（
21
）李
泰
鎮
「
조
선
후
기 

対
明
義
理
論
의 

변
천
」（『
아
시
아
문
화
』

一
〇
、
翰
林
大
学
校
出
版
部
、
一
九
九
四
年
一
二
月
）
一
〇
頁
。

（
22
）
大
報
壇
へ
の
崇
禎
帝
並
祀
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
桑
野
栄

治
「
朝
鮮
小
中
華
意
識
の
形
成
と
展
開
―
大
報
壇
祭
祀
の
整
備

過
程
を
中
心
に
―
」（
朴
忠
錫
・
渡
辺
浩
編
著
『
国
家
理
念
と

対
外
認
識
―
一
七
‐
一
九
世
紀
―
』
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、

二
〇
〇
一
年
）
一
五
一
頁
～
一
五
四
頁
、
김
호
「
英
祖
의 

大
報

壇 

증
수
와 

明 

三
皇
의 

享
社
」（『
韓
国
文
化
』
三
二
、
ソ
ウ
ル

大
学
校
韓
国
文
化
研
究
所
、
二
〇
〇
三
年
一
二
月
）
一
八
三
頁

～
一
八
六
頁
。

（
23
）
大
報
壇
へ
の
洪
武
帝
並
祀
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
桑
野
栄

治
「
朝
鮮
小
中
華
意
識
の
形
成
と
展
開
」（
前
掲
）
一
五
六

頁
、
이
근
호
「
영
조
의 

명
태
조 

이
해
와 

황
단
병
사 

（
皇

壇
竝
祀
）」（
鄭
万
祚
・
金
海
栄
他
『
朝
鮮
時
代
의 

政
治
와 

制
度
』
集
文
堂
、
二
〇
〇
三
年
）
四
八
一
頁
～
四
八
九

頁
、
김
호
「
英
祖
의 

大
報
壇　

증
수
와 

明
三
皇
의 

享
社
」（
前

掲
）
一
九
一
頁
～
一
九
六
頁
。

（
24
）
이
근
호
「
영
조
의 

명 

태
조 

이
해
와 

황
단
병
사 

（
皇
壇
竝

祀
）」（
前
掲
）
四
八
九
頁
～
四
九
〇
頁
、
김
호
「
英
祖
의 

大

報
壇 
증
수
와 

明 

三
皇
의 

享
社
」（
前
掲
）
二
一
二
頁
～
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二
一
三
頁
。

（
25
）
三
皇
帝
の
忌
辰
に
お
け
る
望
拝
礼
の
実
施
に
つ
い
て
は
、

桑
野
栄
治
「
朝
鮮
小
中
華
意
識
の
形
成
と
展
開
」（
前
掲
）

一
五
八
頁
～
一
六
三
頁
参
照
。

（
26
）
五
名
の
者
の
名
は
、
馮
命
福
（
臨

馮
氏
）・
楊
成
建
（
通

州
楊
氏
）・
王
寿
漢
（
青
州
王
氏
）・
楊
世
興
（
通
州
楊
氏
）・

裵
益
徽
（
大
同
裵
氏
）
で
あ
り
、
そ
の
東
来
始
祖
（
朝
鮮
に
は

じ
め
て
移
住
し
た
者
）
は
馮
三
仕
・
楊
福
吉
・
王
文
祥
・
裵
翼

聖
（
三
生
）
で
あ
る
（『
承
政
院
日
記
』
第
一
〇
七
五
冊
、
英

祖
二
七
年
一
〇
月
八
日
）。
馮
三
仕
ら
は
、
明
の
滅
亡
後
に
清

に
抑
留
さ
れ
た
後
、
鳳
林
大
君
（
後
の
孝
宗
）
に
随
従
し
て
朝

鮮
に
渡
来
し
た
と
さ
れ
る
明
人
で
あ
り
、
正
祖
代
に
「
随
龍

八
姓
」
と
称
さ
れ
、
一
九
世
紀
に
は
、
衛
正
斥
邪
派
に
よ
っ

て
「
九
義
士
」
と
称
さ
れ
た
。
呉
瑛
燮
「
衛
正
斥
邪
의 

象
徴
物 

朝
宗
巖
」（『
泰
東
古
典
研
究
』
一
一
、一
九
九
五
年
）、
禹
景
燮

「
조
선
후
기 

귀
화 

한
인
（
漢
人
）
과 

황
조
유
민
（
皇
朝
遺
民
） 

의
식
」（
前
掲
）、
同
「
朝
鮮
後
期 

大
明
遺
民
의 

삶
과 

中
華
意

識
―
王
以
文
家
門
의 

事
例
―
」（『
第
三
四
次
中
国
学
国
際
学
術

大
会
発
表
文
』
二
〇
一
四
年
八
月
）
参
照
。

（
27
）
周
知
の
よ
う
に
、
英
祖
二
六
年
（
一
七
五
〇
）
七
月
に
『
均

役
節
目
』
が
頒
布
さ
れ
、
均
役
法
が
成
立
し
、
良
役
と
し
て
納

め
る
布
が
二
匹
か
ら
一
匹
に
半
減
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
だ

が
、
英
祖
二
七
年
一
〇
月
に
か
か
る
史
料
Ｅ
の
中
で
、
依
然

と
し
て
良
役
が
布
二
匹
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、『
均
役
節

目
』
の
頒
布
後
も
、
英
祖
三
〇
年
代
半
ば
ま
で
は
、
均
役
法
の

施
行
細
目
に
関
す
る
修
正
が
繰
り
返
さ
れ
（
金
玉
根
『
朝
鮮
王

朝
財
政
史
研
究
Ⅱ
』〔
一
潮
閣
、
一
九
八
七
年
〕
二
三
〇
頁
～

二
三
一
頁
）、
史
料
Ｅ
の
時
点
で
は
、
均
役
法
が
未
だ
実
施
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

（
28
）
例
え
ば
、「
所
謂
向
化
・
華
人
等
、
本
来
異
域
子
孫
。
列
聖
朝

事
目
、
専
属
本
曹
、
使
之
依
頼
安
堵
者
、
実
出
於
顧
恤
之
聖
意
」

（『
典
客
司
日
記
』
第
一
〇
、英
祖
三
〇
年
九
月
一
〇
日
）
と
あ
り
、

向
化
人
で
あ
れ
、「
華
人
」（
漢
人
）
で
あ
れ
、
本
来
は
異
域
子

孫
と
し
て
顧
恤
の
対
象
と
な
る
べ
き
存
在
で
あ
っ
た
。

（
29
）
平
岡
武
夫
『
全
釈
漢
文
大
系
１ 

論
語
』（
集
英
社
、

一
九
八
〇
年
）
三
五
九
頁
参
照
。

（
30
）
山
内
民
博
「
一
七
世
紀
初
頭
の
朝
鮮
・
女
真
・
日
本
―

一
六
〇
九
年
蔚
山
府
戸
籍
大
帳
を
て
が
か
り
に
―
」（『
環
東
ア

ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
年
報
〈
新
潟
大
〉』
三
、二
〇
〇
八
年
三
月
）、

同
「
一
七
世
紀
初
慶
尚
道
蔚
山
府
戸
籍
大
帳
と
降
倭
」（『
日
韓

相
互
認
識
』
二
、二
〇
〇
九
年
三
月
）。

（
31
）
皇
朝
人
の
大
報
壇
祭
祀
へ
の
参
列
、
お
よ
び
忠
良
科
の
実
施

に
つ
い
て
は
、
本
稿
注
９
前
掲
の
諸
論
考
を
参
照
。


